
1

「視覚的安全性」生活行為と作業のための照度の目安

出典：照明学会・技術指針 JIEG-009 (2018) 住宅照明設計技術指針 120+

QH1.3.2 適切な照明計画 補足資料

こ戸建



用語の定義

「住戸部」：専用の居住室であり、それぞれに台所・便所・
出入口を有している集合住宅を構成する住戸。

「代表住戸」：複数ある住戸の中で、住戸部の評価を行うために

定める、建物を代表する住戸。
 住棟内の住戸の中で最も断熱性能の低い住戸とする。

 「特定住戸」：特定の住戸評価を行う場合の評価対象住戸。 

「住棟部」：住戸の位置等に依らない建物自体を指す。
躯体等どの住戸にも共通する仕様や性能、
取り組み、 運用等を評価する場合の対象。

「共用部」：共用廊下・共用階段など建物内共用部分 

「外部」 ：外構や駐車場・駐輪場等の屋外共用部分

  QAH1   : Attached House
隣接する住宅と1つ以上の壁を共有する住宅形態

タウンハウスやデュプレックス、ローハウスなどが該当

(当日追加スライド)
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